
  

令和６年６月 21 日  

 

橋本市議会議長 

  森下 伸吾 様 

 

総 務 経 済 委 員 会                         

委員長 南出 昌彦 

 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

  

 

 本委員会に付託の案件は、審査の結果、下記のとおり決定したから会議

規則第 110 条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

１．議 件 

 議案第８号  橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

 

２．審査の結果 

 別紙、委員長報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決した。 

 

 

 

 

 

 



 1

 

委 員 長 報 告 書 

 

さる６月 20 日の本会議において、本委員会に付託された 

議案第８号  橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例の一部を 

改正する条例について 

を審査するため、６月 21 日に委員会を開催し、慎重審査の結果、全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決しましたので、以下その概要を報告い

たします。 

 

記 

 

議案第８号は、集客数の増加や物価高騰等による経費の増加に対応する

ため、橋本市エコパーク「紀望の里」の浴場使用料を改正するものである。 

委員から、浴場使用料が民間温浴施設より安価な理由について ただし

があり、近年は物価が高騰しており、経費に応じた料金に改正するが、地

域の活性化のため、多くの人が利用しやすい料金設定にしている との答

弁がありました。 

 

 


